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5 対EU輸出水産食品取扱施設に係る登録について

● 表1　我が国と欧・米・中のHACCPに関わる食品安全法制の動き

● 図2　水産食品のEU等への輸出フロー

水産食品を英国、EU、スイス及びノルウェーへ輸出するための手続き
・EU等向けに輸出を行うためには、生産（養殖場、漁船）から加工・流通に至るまで、EUの求める衛生基準を満たす必要がある。
・EU等向け輸出水産食品を取り扱う施設は、農林水産省食料産業局、厚生労働省地方厚生局、都道府県、保健所設置市又は特別区
による認定を受けた後、国内で管理されるとともに、加工施設、倉庫、加工船、冷凍船については、EUへ通報される。

認定主体
天然魚

加工船

水産加工施設

養殖場※1
漁船

市場

倉庫倉庫

※1　二枚貝等（二枚貝、棘皮動物、被嚢類、海洋性腹足類）の製品の輸出にあたっては、原料となる二枚貝等の生産を行っている海域の
　  EU向け生産海域としての指定及び貝毒等に関する海域のモニタリングの実施が必要。
　  養殖魚介類を原料とした製品の輸出にあたっては、動物用医薬品等の残留物質モニタリングの実施が必要。

※2　原発事故を受け、輸出にあたっては、産地証明書又は放射性物質検査証明書が必要。
　  違法・無報告・無規則（IUU） 漁業対策のため、天然魚の輸出にあたっては、漁獲証明書が必要。

局
業
産
料
食
省
産
水
林
農

局
部
産
水
県
府
道
都

、
局
業
産
料
食
省
産
水
林
農

、
局
生
厚
方
地
省
働
労
生
厚

市
置
設
所
健
保、
県
府
道
都

局
部
生
衛
の
区
別
特
は
又

等
Ｕ
Ｅ

書
明
証
生
衛

※

２

冷凍船 生産漁船

1993年
（FAO,WHO）

FAO（国連食糧農業機関）とWHO（世界保健機関）の合同食品規格委員会であるコーデックス委員会が国際標準となるガイドラインに
HACCPを記載

1995年（EU） EU指令91/493/EECに基づき、全ての輸出水産食品に衛生証明書の添付の義務化及び養殖場、漁船、産地市場、加工施設の登録義務化
（HACCPによる管理を求める）

1997年（米国） 1995年に公布された21CFRPart123 により水産食品HACCP規則が公布され、1997年に魚介類及び魚介類製品の製造業者にHACCPを
義務化

2001年（日本） 対米輸出水産食品の取扱い要領による対米輸出水産食品加工施設に関する認定開始

2003年（米国） 米国に食品等を発送する場合、製造業者は米国食品医薬品局（FDA）に登録及び発送前にFDAへの通知等を必要とする公衆衛生安全保障バ
イオテロリズム法（バイオテロ法）が施行

2006年（EU） EC規則852/2004 により、加盟国における全ての食品産業にHACCP７原則に基づく手順を義務化
2007年（日本） 「対EU輸出水産食品の取扱いについて」に基づき、対EU輸出水産食品加工施設に関する認定開始

2009年（中国）
食品安全にかかわる部局の責任を明確にし、食品
の安全に法的な保障を与えるために中華人民共
和国食品安全法が施行

2011年（米国）
食品危害に対する予防管理の強化（HACCP管理
以外の施設への措置強化）、危害発生の場合の対
応の強化、輸入食品の安全対策の強化、FDAの体
制の強化等を目的として食品安全強化法が成立

2014年（日本） 対EU・HACCPの水産加工施設の認定について、
厚生労働省だけでなく水産庁も認定主体となる

2015年（日本） 水産庁漁政部加工流通課にHACCP認定班が新
設される

2016年（日本） 厚生労働省「食品衛生管理の国際標準化に関する
検討会」最終結果取りまとめる

2018年（日本） 食品衛生法の一部を改正する法律の公布

2020年（日本）

農林水産省に農林水産物・食品輸出本部※が設置
される。
食品衛生法の一部を改正する法律の施行により、
日本でもHACCPに沿った衛生管理の制度化がは
じまる。

● 図1　農林水産物・食品輸出本部の実施体制
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5 対EU輸出水産食品取扱施設に係る登録について

● 図3　農林水産省による認定の流れ

● 図4　EU向け輸出に係る登録・認定施設数

　加工船（0）

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する
法律17条第1項の認定施設リスト（35）
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する
法律17条第2項の認定施設リスト（42）

　冷凍船（123）

生産漁船（388）
漁船

輸　出　先　国輸　出　先　国
産地市場（1）

養殖場（124）

2020年7月時点

農林水産省による認定では、スクリーニング機関及び農
水省による書類審査及び現地調査（スクリーニング）を
行った上で、農林水産省による確認審査を行なう。

1
施設認定申請：農林水産省及びスクリーニング機関へ
関係書類を添えて申請。（申請に当たっては、まずスク
リーニング機関へ相談する。）

↓

2
スクリーニング機関による書類審査及び現地調査：申
請者はスクリーニング機関の指摘等を踏まえ必要な改
善を行う。

↓

3 農林水産省への確認審査申請：改善内容を含む関係
書類を添えて確認審査申請を行う。

↓

4 農林水産省による書類審査及び現地調査：申請者は
農林水産省の指摘等を踏まえ必要な改善を行う。

↓
認定へ

認定施設のうち産地市場、消費地市場の認定に係る手続等
（1）産地市場及び消費地市場の認定手続等（法第17条第1項関係）。

※別添、別紙については、農林水産省　農林水産物・食品輸出本部のHP
らか）等合連州欧#lmth.uysuo_iesnihs_utuysuy/4-i/qh/nasukohs/j/pj.og.ffam.www//:sptth（ 

 ダウンロードすることができます。
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5 対EU輸出水産食品取扱施設に係る登録について

● �図8　EU向け水産物のセリは見本で行い、EU向け水産物
を他の水産物と混ざらない形で管理する場合

● 図7　相対で取引を行う場合

EU登録
漁船

非EU登録
漁船

岸壁

EU・HACCP認定
加工施設へ

産地市場

対EU
荷捌き場

セリ場 非EU
出荷作業場

非EU
荷捌き場

EU向けの
セリは見本で！

EU登録
漁船

岸壁

非EU
荷捌き場

非EU
セリ場

非EU
出荷作業場

EU・HACCP認定
加工施設へ

産地市場作業スペース

● 別紙様式27　認定書様式● 別紙様式28　市場認定申請書

（別紙様式２７  市場等施設認定申請書様式） 

   年    月    日 

都 道 府 県 知 事 

保健所設置市長 殿 

特 別 区 長 

食料産業局長 

申請者 住所 

氏名                  印 

（法人にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名） 

ＥＵ向け輸出水産食品取扱施設（市場）認定申請書 

記 

ＥＵ向け輸出水産食品を取り扱う施設として認定を受けたく、下記のとおり関係書類を

添えて申請します。 

１． 施設の名称及び所在地

（１）施設の構造・設備に関する資料

ア 施設配置図

 ＊法人にあっては、法人番号も記載する。

２． ＨＡＣＣＰ担当責任者等

３． 関連認定施設の名称、所在地及び認定番号

４． 輸出しようとする水産物

５． 添付書類

（２） 自主検査体制に関する資料

（３） 衛生管理等に関する資料

イ 施設平面図

ウ 施設立面図

エ 給水・給湯系統図

（系統図にあっては、各末端蛇口に番号をつけておくこと）

オ 排水系統図

カ 汚水処理設備の概要

キ 冷蔵・冷凍庫の概要

ク 製造･加工に使用するその他の設備・機械等の仕様書

ア 廃水処理管理の概要

イ 廃棄物処理管理の概要

ウ 消毒剤等管理リスト

エ 作業衣類等の管理体制

関する資料

 ＨＡＣＣＰに関する資料

 従事者の健康診断実施（項目及び頻度）体制に関する資料

 食品衛生法に基づく営業許可の種類、有効期限及び過去における処分事例に

ア 標準作業手順書

イ 危害要因分析（ＨＡ）に関する資料

ウ 重要管理点（ＣＣＰ）決定に関する資料

エ 記録に関する資料

（６）

（４）

（５）

（別紙様式２８ 認定書様式） 

番 号 

    年    月    日 

殿 

食料産業局長、都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長 

ＥＵ向け輸出水産食品取扱施設等認定書 

下記について、ＥＵ向け輸出水産食品取扱施設等として認定します。 

記 

１． 申請者の氏名及び住所（法人にあってはその名称及び所在地） 

２． 所有者の氏名及び住所（生産漁船のみ記入） 

３． 施設等の名称及び所在地（生産漁船の場合は船名） 

４． 認定番号 

５． 食品衛生法に基づく許可の種類（市場の場合は許可の種類及び輸出水産物、養殖場

等の場合は輸出養殖水産物、生産漁船の場合は漁業種類） 

６． 陸揚げ地（漁獲物を日本で陸揚げする場合のみ記入） 

＊２及び３に関してはＥＵ向け冷凍船の場合は和文及び英文を併記する。 

●�図5　EU向けと非EU向けの水産物の取扱いを区別しない場合● 図6　�EU向けと非EU向けの水産物の取扱いを区別する場合
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岸壁

全てUE登録
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仲買等の
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EU・HACCP認定
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令和2年度 産地市場の品質・衛生管理テキスト（発行者　海洋水産システム協会）より抜粋




